
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

20,019

20,015

20,221

20,015

21,520

20,000

812 253,588 302 3,962 20,000

16,529

264,477 2,148 3,962

[14,329] [260,361] [2,145] [1,907]

264,811 2,097 5,333

1,150 261,089 559 3,263 23,352

2,052 265,089 739 -1,427 20,000

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市シルバー人材センター補助金
開　始

昭和５５年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 雑収入 計
市

団体等

の状況
公益社団法人函館市シルバー人材センター

□

☑

　臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の軽易な業務に係
る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高年齢者のための就業機会の確保およ
び提供

　高年齢者への軽易業務等の就業機会の提供により，生きがいの充実，社会参加の増
進を図り，高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与する。

地域の高年齢者の職業・就業ニーズと事業所，一般家庭，地方公共団体等の仕事の
ニーズを結合させることにより，高年齢者に社会参加と生きがいを与えかつ地域社会
に貢献する。

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

14,329

[14,329]

団　体　名

助成の根拠規定等 ・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
・函館市シルバー人材センター補助金交付要綱(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [14,329] [14,329] [261,089] [2,165] [2,044] [20,015] [313,971]

15,529

313,090

[313,090]

R7
(予算)

[16,529] [16,529] [12,948] [1,049] [] [15] [47,070]

[2,120] [25] [21,520] [326,115][269,200][16,625] [16,625]

16,625 269,200 2,120 25

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費 次年度繰越 その他

[34,452] [825] [255,491] [278] [2,044] [20,000]

34,452 825 255,491 278 2,044

[739] -[1,427] [20,000]

R4
(決算)

R5
(決算)

35,307 313,971

[35,307] [812] [253,588] [302] [3,962] [20,000]

[326,115]

325,314

[18,547] [1,150] [23,551] [559] [3,263] [] [47,070]

39,662 326,115

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市シルバー人材センター補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

35,901

[39,662] [2,052] [265,089]

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

自主財源の確保に取り組んでいる。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　国庫補助金が交付されているが，自治体が
補助金を支出すること，自治体の補助金額を
上限とすることが条件となっている。

１

公益性
（明確な公益性があるか） 　当該団体は，「高齢者等の雇用の安定等に

関する法律」で規定されている函館市で唯一
の団体であり，同法に基づき高年齢者の職業
生活の充実，その他福祉の増進を図るため，
国の高年齢者就業機会確保事業を実施してお
り，公益性は高い。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

 人口減少に伴い労働力人口が減少する中，
働く意欲と能力のある女性や高齢者の就業を
促進することがますます重要となる。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５ 前年度繰越金は生じていないか
補助対象経費の単年度収支はマイナスとなっ
ており，現状を維持する。

□

☑

□

5,332 20,000

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか □

313,090

[313,090]

16,529 325,314

計

16,625 326,115

上部団体

負担金等

[313,971]

36,095 321,866

[36,095] [1,081] [259,056] [302] [5,332] [20,000] [321,866]

1,081 259,056 302

☑ □

321,866

[15,529] [15,529] [264,477] [2,148] [3,962] [20,221] [321,866]

[20,019]

14,329 313,971

２ 補助金等の使途は適切である

14,329 260,361 2,145 1,907

14,329 261,089 2,165 2,044

15,529



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

令和９年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和９年度

現行のまま補助を継続

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に位置づけ
られる支援であり，国の基準改正があった場合，こ
れに合わせて見直しを検討する。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他□

□

□

☑

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市シルバー人材センター補助金

令和５年度事業目標
　会員数：889人
　受注契約金額：258,080千円
　就業率：84.9％

令和５年度事業実績
　会員数：802人
　受注契約金額：262,149千円
　就業率：82.4％

会員数，就業率は，当初の目標を下回ったものの，会
員の加入促進に取り組んでおり，一定の効果を上げて
いる。

□

□

☑

□


